
ＮＯ．３５

誰が どのようにするか 誰が どのようにするか 誰が どのようにするか
県民

県民・事業所

○親の就労確保と子の就学、教育保障の手立てをと
る
○地震の強いまちづくりの基本的合意形成と内容の具
体化を図る
○地震保険への加入

○リスクの推定、リスク対応策の検討

事業所 ○リスクの推定、リスク対応策の検討 県 ○被災後の生活・産業等の再建・再生に関する支援策の検討
○地域再建・再生方針の策定
○防疫対策、環境汚染対策、災害廃棄物対策

県・関係団体 ○住宅の建て替え・補修工事業者の監視、指導

南海地震条例づくり　項目別検討表

時
間
軸

主体
自助(県民・事業所など) 共助(自主防災組織・ボランティアなど） 公助(県・関係団体など)

生活を再建する、産業・都市を再生する　／　備えの段階　／　Ｈ－１－２　「その他事前の備え・対策」生活を再建する、産業・都市を再生する　／　備えの段階　／　Ｈ－１－２　「その他事前の備え・対策」生活を再建する、産業・都市を再生する　／　備えの段階　／　Ｈ－１－２　「その他事前の備え・対策」生活を再建する、産業・都市を再生する　／　備えの段階　／　Ｈ－１－２　「その他事前の備え・対策」

応急・復旧段階

復興段階

場所

地震発生時

日時

備えの段階


